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全
国
地
域
安
全
運
動

10
月
11
日（
水
）～
20
日（
金
）

　
犯
罪
の
な
い
社
会
を
目
指
し
、
地
域
ぐ

る
み
で
防
犯
意
識
を
高
め
、
安
全
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
実
現
さ
せ
ま

し
ょ
う
。

　
期
間
中
は
子
ど
も
の
登
下
校
時
の
見
守

り
や
高
齢
者
を
狙
っ
た
詐
欺
被
害
の
防
止
、

自
転
車
な
ど
乗
り
物
の
盗
難
被
害
防
止
を

活
動
の
重
点
項
目
と
し
て
呼
び
か
け
ま
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン　

防
犯
は　
鍵
か
け　
声
か
け　
心
が
け

運
動
の
重
点

⃝�

子
ど
も
、
女
性
の
安
全
確
保

⃝�

住
宅
侵
入
窃
盗
の
被
害
防
止

⃝�

乗
り
物
盗
の
被
害
防
止

暮
ら
し

申
・
問
長
寿
介
護
課

℡
0
2
9
9
‐
91
‐
1
7
0
1

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
か
み
す

　
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
の
方
、
お
茶
を

飲
み
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
お
話
し
ま
せ
ん
か
。

認
知
症
に
関
す
る
ご
相
談
が
あ
る
方
は
個

別
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
認
知
症
に
関
心
の
あ
る
地
域
住
民
の
方

も
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
10
月
24
日（
火
）　

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

場
所
＝
保
健
・
福
祉
会
館

定
員
＝
15
人（
予
約
先
着
順
）

問
長
寿
介
護
課
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‐
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か
み
す
健
康
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り
開
催

　
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
、
高
齢
者
の
健
康

と
生
き
が
い
づ
く
り
の
た
め
、
か
み
す
健

康
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。

　
市
内
の
高
齢
者
が
集
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

輪
投
げ
体
験
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
体
験

な
ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、
参
加
ご
希
望
の

方
は
、
当
日
会
場
で
受
付
に
お
声
が
け
く

だ
さ
い
。

日
時
＝
11
月
11
日（
土
）　

午
前
8
時
30
分
～
正
午

場
所
＝
神
之
池
陸
上
競
技
場

※
荒
天
時
中
止

受
付
時
間
＝
午
前
8
時
～
11
時

対
象
＝
市
内
在
住
で
お
お
む
ね
60
歳
以
上

の
方

日
曜
開
庁
日
に
お
け
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
連
手
続

き
の
一
時
停
止
に
つ
い
て

　
10
月
8
日
と
22
日
の
日
曜
開
庁
は
、
全

国
的
な
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
手
続
き

が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

一
時
停
止
す
る
手
続
き

a　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

b　

�

電
子
証
明
書
の
発
行
・
更
新
・
一
時

停
止
解
除
・
失
効

c　
暗
証
番
号
の
初
期
化
・
変
更

d　

�

記
載
事
項
の
変
更（
転
居
や
結
婚
で

住
所
、
氏
名
な
ど
が
変
わ
る
場
合
）

※�

転
出（
市
外
へ
の
引
っ
越
し
）は
、
記
載

事
項
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

e　

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

転
入
手
続
き

取
扱
窓
口
＝
市
民
課（
本
庁
）、
市
民
生
活

課（
波
崎
総
合
支
所
・
防
災
セ
ン
タ
ー
）

問
合
先
＝
市
民
課

⃝
a
・
b
・
c
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
℡
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⃝
d
・
e
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
℡
0
2
9
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1
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8
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申
・
問
廃
棄
物
対
策
課

℡
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生
ご
み
処
理
容
器
な
ど
の

購
入
費
補
助

　
申
請
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

補
助
対
象

た
い
肥
化
容
器
・密
閉
容
器

　
1
世
帯
あ
た
り
2
基
ま
で

　
補
助
限
度
額
＝
1
基
5
0
0
0
円

電
気
処
理
機

　
1
世
帯
あ
た
り
1
台
ま
で

　
補
助
限
度
額
＝
3
万
円

補
助
金
額
＝
購
入
額（
税
抜
）の
2
分
の
1

（
1
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

交
付
要
件
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

⃝
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る

⃝
世
帯
員
に
市
税
の
滞
納
が
な
い

⃝�

肥
料
化
さ
れ
た
生
ご
み
を
自
家
利
用
で

き
る

⃝
購
入
後
1
年
以
内
の
申
請
で
あ
る

⃝�

5
年
以
内
に
当
該
補
助
金
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い

※
法
人
は
対
象
外

申
込
方
法
＝
領
収
書
、
振

込
口
座
の
分
か
る
も
の
を

持
参
し
直
接
申
し
込
み

※
後
日
、
職
員
に
よ
る
現
物
確
認
あ
り

問
政
策
企
画
課
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10
月
は
土
地
月
間

土
地
取
引
の
後
に
は
届
出
を
！

　
一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を
行
な
っ

た
場
合
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
き
、

権
利
取
得
者
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

届
出
が
必
要
な
面
積

⃝
市
街
化
区
域

　
2
0
0
0
㎡
以
上

⃝
市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区
域

　
5
0
0
0
㎡
以
上

届
出
が
必
要
な
取
引
＝
売
買
、
交
換
、
共

有
物
持
分
の
譲
渡
、
一
時
金
を
伴
う
地
上

権
・
賃
借
権
の
設
定
ま
た
は
譲
渡
な
ど

届
出
期
限
＝
契
約
締
結
日
を
含
め
て
2
週

間
以
内

届
出
先
＝
政
策
企
画
課

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い

暮
ら
し

暮
ら
し

講
座
・
教
室

募
　
集

相
　
談

募
　
集

講
座
・
教
室

相
　
談

かみす
ナビ
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